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きさの資金が必須な場合には、選定事業者において一旦資金調達をなさしめ、サービス内容の

変更後に、当該資金調達にかかるコストも勘案した上で定期的に支払う対価を変更するという

方法もあり得るため、一概にどちらの方法が優れているとはいえない。 

 

後者の方法による場合、既存のファイナンスの枠組みに影響しない手法（例えば、資金調達を金融機

関からの貸付等に劣後するローンを構成企業から調達するなど）を用いることにより、既存のファイ

ナンスへの影響をできるだけ少なくすることも考えられる10。 

 

②資本的支出相当分以外（調整、変更が資本的支出増を伴わない場合） 

 

この場合、一括払いはなく将来のサービスの対価の調整のみとなり、維持管理、運営費相当分

のサービス対価に反映させる。 

 

(5)手続に要する費用 

 

変更手続に要する費用（手続きにあたり必要となる専門家や弁護士の費用等11）についても規定を設

けて置くことが望ましい。 

 

管理者等からの要求に基づく場合は当該費用を管理者等が負担することが原則ではあるが、事前に具体

的金額について合意することなどにより、過大な負担が生じないようにすることが望ましい。 

 

(6)拒否事由 

 

①拒否事由 

 

選定事業者は、管理者等のサービス内容の変更要求に対しては、拒否事由に該当する場合を除き、

選定事業者はこれに応じなければならないとすることが考えられる。但し、このような方法が合

理的か否かは、案件によることに留意する必要がある。 

 

・このような規定を入れるかは将来において管理者等が変更を要求せざるを得なくなる状況が生じ

る可能性と、かかる規定が存在することによって選定事業者が負うことになるリスク等を考慮して

決定すべきである。拒否事由を検討する際には、経済的合理性のない変更を選定事業者に強いるこ

とのないようにする必要がある。 

・プロジェクトファイナンスの貸付人（金融機関）が当該新たなサービスに関するリスクをと

                                                  
10 案件によっては、対価を増やすことなく、（債務負担行為の変更等必要な手続を経た上で）契約期間を延長

して、事業者による収益機会を増やすことで対価を回収させる方法もある（この場合、将来の収入を現在

価値へ割引く方法も考慮する必要がある）。 
11 どのような費用が生じるかについては、変更の内容によって異なる。 
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する必要がある
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ることができるかという問題があり、金融機関が判断するのには技術コンサルタント等による

デューデリジェンス（変更による影響を精査する）が必要な場合（時間、コストがかかる）も

あり、これらが協議により合意できない可能性は十分にある。そして、管理者等の要求により

変更を行う場合には、これに要する合理的費用を管理者等が負担することになることに留意す

る必要がある。 

 

サービス内容変更要求と民間による拒否の流れ（条文例参照） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

②拒否事由がある場合の一部解除及び一部解除時の補償 

 

拒否事由に該当する場合、管理者等に契約を一部解除する権利を与えることが考えられる。この

場合、適切な額の補償についても規定すべきである。ただし、選定事業者が如何なる解除条件で

委託先と契約しているのかは、サービスの属性や内容、業態、市場における代替性の有無等によ

っても異なりうる点、従って委託先との契約の内容によっては補償する必要がない場合もある点

に留意する必要がある12。 

 

・一部解除ができる場合：これが可能であるのは、選定事業者に重大な悪影響を与えず、かつ、原

則として、①管理者等に自らサービスを提供する能力がある場合、又は②当該業務を第三者に委託

することができる（かつ、競争的価格での委託が可能である）場合、③業務そのものが不要となっ

                                                  
12 長期継続契約の条件を協力事業者にパススルー（同一条件で契約条件を転嫁すること）する枠組みもあれ

ば、パススルーせずに、あるいは、長期継続契約を前提とせずに、一端 SPC がリスクを支え、任意解除条

件を協力事業者との間で保持するという枠組みもありえ、これら条件次第では、管理者にとっての費用は

変わりうる。この意味では、協力事業者との関係で SPC が負担なき任意解除権を保持していれば、大きな

費用負担なしに、解除できることもありうる。この場合、SPC に損失補償が必要か否かも、状況によると

ころがあり、これらの点についても更に検討を要する。 
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た場合に限られる13。また、①②については、業務の承継が円滑に遂行できるよう配慮することが

望ましい。 

・損失補償の内容：一部解除時の損失補償については、一律に決めることは困難ではあるものの、

管理者等による変更の理由に応じて判断することが考えられる。すなわち、やむをえない事由によ

る変更要求通知であれば、選定事業者に実際に生じる損害につき損失補償する考え方となるが、管

理者等の自己都合に近い事由による変更要求通知であれば、管理者等の任意解除と同様の考え方が

適用され、解除に伴う逸失利益も一部含めて損失補償することが考えられる。 

・損失補償算定のための重要な事項の合意：一部解除時の損失補償を客観的に算出するため、契約

の締結時点までに、SPC と運営協力企業との契約のうち、重要な事項で解除に関係するものの内容

について合意すべきである。これらを合意していくプロセス（対象事項、提案の際に提案すべき事

項、提案内容の条件、その後の合意プロセス等）については、入札段階で予め示す必要がある。 

 

(7)紛争解決 

 

対価の支払、手続費用、拒否事由に該当するか否かなどについて合意ができなかった場合は、紛

争解決プロセスを利用することが考えられる（これについては資料３参照）。 

 

(8)選定事業者からの提案 

 

選定事業者による提案の手続について規定する。 

 

５．留意点 

 

(1)予算との関係 

 

サービス内容の変更が管理者等の支払い額の増加につながる場合、予算がないと契約上の規定が

あっても実行できない。こうした事態を防ぐため、管理者等は、債務負担行為の設定額には一定

の余裕を持つ必要がある。 

 

・この際、債務負担行為の文言を工夫することも考えられるが、文言の工夫によりどこまで対応できるか

については別途検討する必要がある。 

・また、単年度の予算額についても、一定の予備費を確保することが望ましい14。 

                                                  
13 いかなる場合に選定事業者に「重大な悪影響を与える」といえるかについては、選定事業者が全体の業務

を提供することにより適正な利益水準を確保していることが多く、一部解除を行った場合の適正な損失補

償額を客観的に示すことは困難であるという問題があり、財務モデル等の情報の共有に加え、複数の業務

を一括して請け負うことによる費用が削減されている場合の効果との関係も含めて、更に検討を要する。 
14 変更に必要な予算が確保できない場合に、事実上契約に規定された変更手続を無視し、予算本位で処理す

るようなことは厳に慎むべきである。曖昧なサービス内容の変更は、後日紛争を生じさせるリスクが高い

ことを認識する必要がある。 

削除: （タームシートに記載され

るような事項）
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(2)拒否事由に該当せず、選定事業者が価格見積を提出したにも関わらず価格に合意できなかった

場合の一部解除規定 

 

３に示す変更の規定を盛り込んでも、両当事者にとって納得のできる条件を見いだすことができ

ないことも考えられるため、合意できない場合の業務の一部解除の規定を盛り込むことが考えら

れる。 

 

・解除は両当事者に与える影響が大きいことから、別途定める紛争解決手続（資料３参照）を介在させ

ることにより、一部解除の規定が濫用されないように配慮すべきである。 

 

(3)通常変更の場合の価格決定 

 

通常変更についても、価格の決定手続を盛り込むことが望ましいが、どのような方法を採用する

のかについては慎重な検討が必要である。①ベンチマーキング（市場価格を調査し、それに応じ

て対価を調整する方法）、②マーケットテスティング（特定のサービスの市場価格を確認するた

めに、ＳＰＣが対象のサービスを入札にかける方法）、③中立的な専門家の活用（適格性を有す

る独立した技術アドバイザーに、参考価格の作成（への助言）や選定事業者の見積の精査を委ね

る方法）などが考えられる15。 

 

６．条文例 

 

（甲＝管理者等、乙＝ＳＰＣ） 

別紙○ 要求水準書の変更手続 

 

以下、簡易変更の規定を入れた場合の例を示すもの。簡易変更の規定の必要性及びその内容については、

簡易変更のための手段の実用性の有無、事業の性質等に応じて判断されるべきである。 

 

※以下の用語を事業の性質に応じて定義規定で定義する。 

「簡易変更」―― 一定の規模（金額）以下のサービス内容の変更 

「通常変更」―― 一定の規模（金額）以上のサービス内容の変更 

                                                  
15 英国 SoPC4 では、これらの３つの方法が挙げられているが、学校 PFI を除き、この部分は各分野の標準契

約の具体的プロセスはまだ公表されていないので、具体的にどのように規定されていくかは明らかではな

い。英国財務省から 2007 年８月に公表された Change Protocol Principle （主に学校 PFI を想定）は３

つの方法が併記されている。同じく財務省から 2007 年 12 月に公表された Variations Protocol for 

Operational Projects（entered into prior to Standardisation of PFI Contracts version 4）（草案）

でも、３つの方法が記載されており、どれを原則にすべきかについては明記されていない（2.19-2.26）。

一方、自治体によるＰＦＩについて、各分野の標準契約に変更手続（Change Protocol）が盛り込まれるま

で使用されることになっている 4ps:Model Change Protocol for Accommodation PFI projects においては、

マーケットテスティングが望ましい方法とされている。 

削除: 13
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「簡易変更価格一覧」―― 将来の変更のために作成した資材、日当等及び各項目に使用すべき指標等

の一覧で、事業者提案に添付し、順次更新。 

「原価一覧」―― 積算根拠として事業者提案に添付。（※Ⅳ４(2)の注釈参照。一種のオープンブック

方式を想定） 

 

Ⅰ サービス内容変更要求通知 

 

１ 甲は、サービス内容を変更しようとするときは（但し、変更内容が簡易変更価格一覧に記載のある

もののみである場合を除く）、随時２(1)から(5)に掲げる事項及び甲と乙が合意する事項を記載した

サービス内容変更要求通知を作成し、乙に送付又は交付することにより、サービス内容の変更（要求

水準書、提案書及びその後の甲乙間の合意に基づき、乙が甲に対して履行する義務を負う業務の内容

の変更をいい、要求水準書、業務範囲の変更を含む。）を求めることができる16。乙は、業務内容の変

更に伴い［運営等協力企業／受託・請負企業］の変更を行う場合には、別紙○に定める手続を行う必

要はない。 

 

２ サービス内容変更要求通知には、次の各号に掲げる事項を記載することを要する。 

(1) 変更要求事項 ただし、甲は、変更要求事項を示すに当たり、要求水準書又はその他の文書の

該当箇所を引用し、変更前と変更後を併記又は修正履歴を表示することにより該当部分を明確に

しなければならない。 

(2) 変更開始希望日 ただし、変更開始希望日は、サービス内容変更要求通知の到達の日から少な

くとも次の期間を経過した後の日を記載することを要する。 

ア 業務量又は業務内容が増大又は拡大し、これに伴い乙又は当該業務を受託する運営等協力企

業等において新たに設備の購入、運営等協力企業等若しくはその他の企業への再委託又は使用

人の雇用が必要になる場合は、[ ]月間 

イ 業務量又は業務内容が減少又は縮小し、これに伴い乙又は当該業務を受託する運営等協力企

業等において所有、委託又は雇用する設備の廃棄、委託契約の解除又は配置転換若しくは解雇

が必要になる場合は、[ ]月間 

ウ 及びイのいずれにも該当しない場合は[ ]月間 

(3) サービスの対価の変更の意思の有無及び変更の意思がある場合は見込み額 

(4) 変更を要求する理由 

(5) その他必要事項 

 

Ⅱ 仮見積り及び仮対案の提出 

 

１、簡易変更に該当する場合を除き、乙は、甲に対し、サービス内容変更要求通知受領後[ ]日以内に

                                                  
16 簡易変更に該当する場合以外について、どのような場合に変更を要求することができるのかについて規定

すべきとの考え方もあり、この点については更に検討を要する。 

削除: ［10］

削除: ６

削除: ]

削除: ６

削除: ]

削除: ３

削除: ]

削除: [30]


	【参考資料19-1】サマリーmarkup.pdf

